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二
六
〇

Ⅰ　

は
じ
め
に

独
島
は
歴
史
的
権
原
に
基
づ
き
、
今
日
の
韓
国
が
実
効
的
に
管
理
し
て
い
る
韓
国
の
固
有
領
土
で
あ
る）

（
（

。
と
こ
ろ
が
、
日
本
は
、
日
本

の
大
陸
侵
略
の
過
程
で
、
日
露
戦
争
中
に
韓
国
固
有
の
領
土
だ
っ
た
独
島
に
対
し
て
無
主
地
で
あ
る
と
し
、
国
際
法
の
無
主
地
先
占
理
論

を
悪
用
し
て
、
不
正
に
秘
密
の
方
法
で
閣
議
決
定
と
「
島
根
県
告
示
第
四
〇
号
」
を
も
っ
て
領
土
編
入
措
置
を
と
っ
た）

（
（

。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
は
終
戦
後
日
本
の
領
土
処
置
過
程
で
「
島
根
県
告
示
第
四
〇
号
」
を
口
実
に
領
有
権
を
主
張
す
る
た
め

に
、
韓
国
が
独
島
を
管
理
し
た
歴
史
的
権
原
を
完
全
に
否
定
し
て
む
し
ろ
日
本
の
固
有
の
領
土
で
あ
る
と
も
主
張
す
る
。
歴
史
的
史
料
に

よ
る
証
拠
を
見
る
と
、
韓
国
領
土
と
す
る
権
原
は
あ
っ
て
も
、
日
本
の
領
土
と
す
る
権
原
は
全
く
な
い
。
そ
の
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
理
由
は
、
独
島
の
領
有
権
に
対
す
る
韓
国
の
歴
史
的
権
原
を
認
め
る
と
、
一
九
〇
五
年
の
無
主
地
先
占
論
に
よ
る
日
本
の
領
土
措
置

が
違
法
な
侵
略
行
為
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
日
本
は
、
と
く
に
韓
国
の
朝
鮮
時
代
に
は
独
島
の
名
称
は
「
于
山
島
」
と
名
づ

け
ら
れ
、
一
九
〇
〇
年
の
勅
令
第
四
〇
号
で
は
「
石
島
」
と
さ
れ
た
こ
と
を
否
定
す
る）

（
（

。

「
于
山
島
」
を
否
定
す
る
日
本
の
論
理
は
、
地
図
に
登
場
す
る
于
山
島
の
位
置
が
今
日
と
は
異
な
る
、
そ
し
て
「
石
島
」
を
否
定
す
る

論
理
は
、
当
時
、
韓
国
が
独
島
を
領
土
と
し
て
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
勅
令
の
石
島
は
今
の
独
島
で
は
な
く
、
観
音
島
で
あ
る
と

の
こ
と
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
本
稿
で
は
、
実
質
的
に
于
山
島
と
石
島
は
、
今
日
の
「
独
島
」
の
名
称
が
生
成
さ
れ
る
前
の
名
称
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。
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六
一

韓
国
の
「
于
山
島
→
石
島
→
独
島
」
へ
の
名
称
変
換
に
関
す
る
研
究
（
崔
）

研
究
方
法
と
し
て
は
、
日
本
が
問
題
に
し
て
い
る
地
図
、
す
な
わ
ち
、
地
図
上
で
于
山
島
が
現
在
の
独
島
と
は
違
う
場
所
に
表
記
さ
れ

た
背
景
を
考
察
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、「
所
謂
于
山
島=

竹
島
」
と
し
た
表
記
が
エ
ラ
ー
で
あ
る
こ
と
を
論
証
し
て
、
朝
鮮
政
府
は
本
質

的
に
「
于
山
島=

独
島
」
で
あ
る
と
の
認
識
を
変
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
究
明
す
る
。

Ⅱ　

新
羅
・
高
麗
時
代
の
固
有
の
領
土
と
し
て
の
「
石
の
島
」
の
認
知

（　

于
山
国
時
代
の
「
石
の
島
」
の
確
認

鬱
陵
島
に
は
、
新
羅
時
代
の
于
山
国
時
期
と
高
麗
時
代
の
于
山
城
の
時
期
に
そ
れ
ぞ
れ
于

山
国
の
人
と
于
山
城
の
人
々
が
住
ん
で
い
た
。
新
羅
が
五
一
二
年
に
于
山
国
を
服
属
さ
せ
た

と
の
記
録
が
あ
る
の
で
、
于
山
国
の
人
々
は
、
そ
れ
以
前
か
ら
鬱
陵
島
に
住
ん
で
い
た
。

朝
鮮
の
朝
廷
が
一
四
〇
三
年
に
空
島
に
よ
る
守
土
政
策
を
実
施
す
る
ま
で
、
一
千
年
以
上

の
間
、
鬱
陵
島
に
人
が
住
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
一
千
年
以
上
の
間
、
鬱
陵
島
に
住
ん
で
い

た
人
々
は
、
鬱
陵
島
か
ら
見
え
る
距
離
に
あ
る
独
島
の
存
在
を
確
認
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
于
山
国
と
于
山
城
の
時
期
に
は
、
鬱
陵
島
の
人
た
ち
は
海
を
背
景
に
し
て
生

活
し
て
い
た
人
々
で
あ
っ
た
の
で
直
接
石
で
で
き
た
島
を
確
認
し
て
い
た
と
言
え
る
。
だ
か

ら
「
朝
鮮
東
海
に
鬱
陵
島
と
と
も
に
も
う
一
つ
の
島
す
な
わ
ち
、「
石
の
島
」
と
も
呼
称
で
き

た
も
の
が
領
域
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
鬱
陵
島
と
い
う
島
は

「鬱陵島から独島までの可視距離」（4）



二
六
二

人
の
住
ん
で
い
る
島
で
あ
る
こ
と
、「
石
の
島
」
は
、
人
の
住
め
な
い
岩
礁
で
で
き
た
小
さ
な
島
で
あ
る
こ
と
を
十
分
に
知
っ
て
い
た
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
認
識
は
、
鬱
陵
島
住
民
の
土
俗
的
な
認
識
だ
っ
た
。
今
日
の
概
念
で
見
れ
ば
、
鬱
陵
島
と
と
も
に
「
石
の
島
」
も

于
山
国
の
領
土
の
一
部
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

（　

羽
陵
城
時
代
の
「
石
の
島
」
の
確
認

朝
鮮
半
島
の
高
麗
朝
廷
は
九
一
八
年
に
建
国
さ
れ
、
直
接
于
山
国
を
管
理
す
る
た
め
に
、
羽
陵
城
に
行
政
を
改
編
し
た
。
羽
陵
城
時
期

に
は
、
中
央
政
府
が
島
を
管
理
し
た
の
で
、
鬱
陵
島
の
住
民
の
認
識
が
明
ら
か
に
朝
廷
に
配
信
さ
れ
た
で
あ
ろ
う）

（
（

。

海
を
生
活
の
場
と
し
て
い
た
羽
陵
城
の
人
々
は
「
石
の
島
」
が
小
さ
な
岩
礁
で
で
き
て
人
の
住
む
こ
と
が
で
き
な
い
島
で
あ
る
事
実
を

明
確
に
知
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う）

（
（

。

こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
高
麗
朝
廷
は
、
東
海
に
二
つ
の
島
が
存
在
す
る
と
い
う
認
識
を
持
ち
始
め
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
朝
廷
の
認

識
は
「
石
の
島
」
が
見
ら
れ
る
距
離
に
位
置
し
た
鬱
陵
島
の
住
民
た
ち
の
土
俗
的
な
認
識
と
は
異
な
り
、「
石
の
島
」
が
無
人
島
で
あ
る

事
実
を
知
っ
て
い
て
も
島
の
大
き
さ
や
形
状
等
に
つ
い
て
は
正
確
に
知
ら
な
い
は
ず
で
あ
っ
た
。
た
だ
大
ま
か
に
鬱
陵
島
よ
り
は
小
さ
な

島
で
、
鬱
陵
島
と
と
も
に
東
海
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
に
認
識
し
て
い
た
は
ず
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
新
羅
時
代
と
高
麗
時
代
に
は
地
図
の
作
成
や
地
理
誌
の
編
纂
が
発
達
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、「
石
の
島
」
す
な
わ
ち
、
今

の
独
島
と
関
連
す
る
古
文
献
や
古
地
図
は
な
い
。
た
だ
、
一
一
七
〇
年
に
作
成
さ
れ
た
三
国
史
記
と
、
そ
れ
を
補
完
し
た
も
の
と
し
て
の

三
国
遺
事
に
は
「
鬱
陵
島
と
呼
ば
れ
る
島
に
于
山
国
が
あ
っ
た
」
と
の
記
録
が
あ
る
だ
け
だ）

（
（

。

ま
た
、一
四
五
一
（
文
宗
一
）
年
に
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、「
高
麗
史
地
理
志
」
に
は
「
鬱
陵
島
は
、県
の
正
東
の
海
の
中
で
あ
る
。
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国
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「
于
山
島
→
石
島
→
独
島
」
へ
の
名
称
変
換
に
関
す
る
研
究
（
崔
）

二
六
三

…
…
一
説
に
は
于
山
武
陵
は
、
元
の
二
つ
の
島
で
、
お
互
い
の
距
離
が
遠
く
な
く
、
天
候
が
良
け
れ
ば
眺
め
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
と
す

る
」
と
し
た
こ
と
か
ら
、
高
麗
時
代
に
は
東
海
に
鬱
陵
島
と
于
山
島
と
い
う
二
つ
の
島
が
存
在
す
る
と
い
う
認
識
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ

ろ
う）

（
（

。
つ
ま
り
、
高
麗
時
代
に
は
今
の
独
島
の
存
在
に
つ
い
て
も
明
確
に
言
及
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

Ⅲ　

朝
鮮
初
期
の
刷
還
政
策
の
時
の
「
于
山
、
鬱
陵
」
の
二
島
認
識
と
「
于
山
島
」
の
確
認

（　
「
于
山
、
鬱
陵
」
の
二
島
の
認
識
と
「
于
山
武
陵
等
処
按
撫
使
」
の
未
確
認

朝
鮮
朝
廷
は
東
海
に
あ
る
鬱
陵
島
と
呼
ば
れ
る
島
で
倭
に
よ
る
漁
民
の
被
害
が
続
出

し
た
の
で
島
民
を
管
理
す
る
た
め
一
四
〇
三
年
に
島
を
空
に
す
る
守
土
政
策
を
実
施
し

た
）
（（
（

。
島
が
空
に
な
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
対
馬
島
主
は
朝
鮮
朝
廷
に
対
し
て
鬱
陵
島
を
貸

し
て
く
れ
る
こ
と
を
要
請
し
た
が
、
島
に
他
国
の
人
が
住
む
と
問
題
が
起
こ
る
と
言
わ

れ
て
拒
否
さ
れ
た）

（（
（

。
朝
鮮
朝
廷
は
一
四
一
六
年
に
金
麟
雨
を
「
武
陵
等
処
按
撫
使
」
と

し
て
派
遣
し
、
一
四
二
五
年
に
は
、「
于
山
武
陵
等
処
按
撫
使
」）

（（
（

と
し
て
派
遣
し
た）

（（
（

。

つ
ま
り
、
一
四
一
六
年
に
は
「
武
陵
等
処
按
撫
使
」
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
一
つ
の
島
以

上
の
管
理
を
命
じ
、
一
四
二
五
年
に
は
、「
于
山
武
陵
等
処
按
撫
使
」
か
ら
わ
か
る
よ

う
に
二
つ
の
島
以
上
を
管
理
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。

「八道總圖」（5）



二
六
四

世
宗
朝
で
は
、
地
理
志
を
編
纂
し
、
日
本
海
に
鬱
陵
島
と
と
も
に
于
山
島
と
い
う
島
が
存
在
す
る
と
明
確
に
記
し
た
。
朝
鮮
時
代
に
は

法
律
に
よ
っ
て
人
々
は
住
ん
で
い
な
か
っ
た
が
、
東
海
に
鬱
陵
島
と
と
も
に
も
う
一
つ
の
島
を
合
わ
せ
て
二
つ
の
島
が
存
在
す
る
と
い
う

高
麗
朝
廷
の
認
識
が
そ
の
ま
ま
新
た
に
建
国
さ
れ
た
朝
鮮
王
朝
に
伝
来
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
朝
鮮
朝
廷
で
は
地
理
書
を
作
成
し
た
。
す
な

わ
ち
、
一
四
三
二
年
に
「
新
撰
八
道
地
理
志
」、
一
四
五
一
年
に
高
麗
史
地
理
志
、
一
四
五
四
年
に
世
宗
実
録
地
理
志
、
一
五
三
〇
年
に

新
増
東
国
輿
地
勝
覧
な
ど
で
あ
る
。
一
四
三
二
年
の
「
新
撰
八
道
地
理
志
」
と
「
世
宗
実
録
地
理
志
」
に
は
「
江
原
道
三
陟
護
府
蔚
珍
県

条
」
に
「
島
の
正
東
の
海
に
于
山
、
武
陵
の
二
が
あ
る
、
二
つ
の
島
は
、
お
互
い
に
距
離
が
遠
く
な
く
、
天
候
が
良
け
れ
ば
眺
め
る
こ
と

が
で
き
る
。」
と
の
よ
う
な
記
録
が
あ
る）

（（
（

。

一
四
八
一
年
の
「
東
国
輿
地
勝
覧
」
と
、
一
五
三
〇
年
の
「
新
増
東
国
輿
地
勝
覧
」
に
も
「
于
山
、
鬱
陵
（
あ
る
い
は
武
陵
、
芋
陵
、
羽

陵
）
二
つ
の
島
は
、
県
の
正
東
の
海
に
あ
る
、
天
気
が
良
け
れ
ば
眺
め
る
こ
と
が
で
き
、
風
が
味
方
に
な
る
と
「
二
日
」
で
着
く
こ
と
が

で
き
る
。
一
説
に
よ
る
と
于
山
─
鬱
陵
は
、
元
一
つ
の
島
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
」
と
し
、
蔚
珍
か
ら
鬱
陵
島
ま
で
二
日
が
か
か
る
と
の
距

離
を
表
現
し
て
い
た）

（（
（

。

こ
れ
ら
の
「
于
山
島
」
の
関
連
の
古
文
献
は
、
叙
述
の
方
法
が
ほ
ぼ
似
て
い
る
。
そ
れ
は
最
初
に
出
版
さ
れ
た
文
献
が
、
後
に
出
版
し

た
文
献
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、日
本
海
に
鬱
陵
島
と
と
も
に
于
山
島
と
い
う
島
が
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
は
、

実
際
に
「
于
山
島
」
を
目
で
確
認
し
た
も
の
で
は
な
く
、
官
撰
書
を
元
に
作
成
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
于
山
島
を

直
接
観
察
し
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
実
際
に
朝
鮮
朝
廷
は
今
日
の
独
島
に
該
当
す
る
「
于
山
島
」
の
存
在
を
確
認
す
る
た
め

に
「
蓼
島
」
と
い
う
名
前
の
島
を
見
つ
め
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
人
が
あ
っ
て
そ
の
島
を
探
し
求
め
た
が）

（（
（

、
見
か
け
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た）

（（
（

。



二
六
五

韓
国
の
「
于
山
島
→
石
島
→
独
島
」
へ
の
名
称
変
換
に
関
す
る
研
究
（
崔
）

現
在
朝
鮮
初
期
に
こ
の
よ
う
な
背
景
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
古
地
図
が
残
っ
て
い
る
。
鬱
陵
島
と
の
関
係
で
「
于
山
」
の
位
置
が
異
な

る
四
種
類
の
地
図
が
あ
る）

（（
（

。

ま
ず
一
七
世
紀
の
も
の
で
、
鬱
陵
島
と
ほ
ぼ
同
じ
大
き
さ
で
鬱
陵
島
の
東
西
南
北
に
描
か
れ
て
あ
る
「
于
山
島
」、
第
二
に
、
一
八
世

紀
に
入
っ
て
か
ら
作
成
さ
れ
た
も
の
で
、
鬱
陵
島
の
周
り
の
島
と
し
て
「
い
わ
ゆ
る
于
山
島
」
と
い
う
島
、
つ
ま
り
、「
鬱
陵
島
」
周
辺

の
い
く
つ
か
の
小
さ
い
島
や
岩
の
一
つ
と
し
て
「
干
山
島
」
を
記
し
て
い
た
。
第
三
に
、「
于
山
島
」
の
位
置
が
概
ね
鬱
陵
島
の
西
で
は

な
く
、
反
対
側
に
位
置
す
る
と
い
う
認
識
を
持
っ
て
、
鬱
陵
島
の
東
、
南
、
北
の
方
に
描
か
れ
た
小
さ
な
島
と
し
て
の
「
于
山
島
」、
第

四
に
、
一
八
八
二
年
に
鬱
陵
島
の
開
拓
以
後
の
も
の
で
、
鬱
陵
島
の
東
南
側
に
岩
島
と
し
て
の
「
于
山
」
を
記
し
た
も
の
な
ど
四
つ
の
形

の
地
図
が
あ
る
。

（　

朴
世
堂
の
「
西
渓
雑
録
」
の
「
于
山
島
」
の
確
認

朝
鮮
朝
廷
は
鬱
陵
島
を
い
つ
も
領
土
と
し
て
管
理
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
慶
長
・
文
禄
の
役
（
壬
辰
倭
乱
）
以
前
に
は
、「
西
渓
雑
録
」

（
一
六
五
九
）
に
よ
る
と
、
一
五
五
六
年
「
実
録
に
江
原
道
鬱
陵
島
に
黒
い
鳥
が
空
を
覆
っ
て
、
沿
海
な
ど
先
に
飛
ん
で
き
た
が
、
こ
れ
は

い
つ
も
の
事
で
は
な
く
て
稀
に
い
く
つ
か
の
期
に
駆
ら
れ
て
見
え
る
よ
う
に
し
ま
す
（
传
闻
江
原
道
蔚
陵
岛
、
黑
鸟
蔽
天
、
飞
出
沿
海
等
处
。

此
非
常
有
之
物
、
有
似
为
气
所
驱
）。」
と
い
う
記
録
が
あ
る
。

当
時
、領
議
政
と
し
て
竹
島
一
件
（
安
龍
福
事
件
）
に
深
く
関
与
し
て
い
た
南
九
万
の
叔
父
で
あ
っ
た
朴
世
堂
（
一
六
二
九
〜
一
七
〇
三
）
は
、

「
西
渓
雑
録
」
の
「
鬱
陵
島
」
で
、
慶
長
・
文
禄
の
役
の
時
に
日
本
に
捕
ま
っ
て
倭
船
で
鬱
陵
島
に
行
っ
て
き
た
僧
侶
の
言
葉
を
引
用
し
、

「
鬱
陵
島
」
に
も
鬱
陵
島
と
と
も
に
于
山
島
に
関
す
る
記
録
が
あ
る
。
つ
ま
り
「
于
山
島
は
地
勢
が
低
く
、
海
の
気
象
条
件
が
極
め
て
平



二
六
六

静
て
、
最
高
点
（
鬱
陵
島
の
─
筆
者
注
）
に
上
が
っ
た
と
き
で
な
け
れ
ば
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
鬱
陵
島
は
非
常
に
高
く
、
暴
風
が
止
ん

だ
ら
、い
つ
も
見
る
こ
と
が
で
き
る（
于
山
島
勢
卑
不
因
海
氣
極
淸
朗
不
登
最
高
頂
則
不
可
見
鬱
陵
稍
峻
風
浪
息
則
尋
常
可
見
）」と
あ
る
。
つ
ま
り
、

朝
鮮
の
朝
廷
は
朴
世
堂
の
文
集
を
介
し
て
日
本
海
に
鬱
陵
島
と
于
山
島
と
い
う
二
つ
の
島
が
存
在
す
る
事
実
を
知
り
、
そ
れ
を
領
土
と
し

て
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

Ⅳ　

朝
鮮
中
期
の
安
龍
福
事
件
の
時
の
「
于
山
島
」
の
確
認

一
四
〇
三
年
、
朝
鮮
朝
廷
は
鬱
陵
島
を
刷
還
政
策
に
よ
り
空
に
し
て
管
理
し
て
い
た
時
、
漢
方
薬
の
人
参
や
海
産
物
や
船
舶
用
木
材
な

ど
が
豊
富
で
あ
っ
て
密
か
に
朝
鮮
人
民
は
も
ち
ろ
ん
、
日
本
人
と
女
真
族
が
来
航
し
て
い
た
。
一
四
〇
三
年
か
ら
島
を
空
に
し
て
二
九
〇

余
年
が
過
ぎ
、
一
六
九
三
年
頃
に
安
龍
福
は
鬱
陵
島
に
渡
来
し
た
。
安
龍
福
は
鬱
陵
島
で
日
本
人
と
遭
遇
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
両
国
民
間

の
間
に
領
土
紛
争
が
発
生
し
た
。

安
龍
福
は
、
二
回
に
渡
っ
て
鬱
陵
島
か
ら
「
子
山
島
」
を
経
て
日
本
の
鳥
取
県
に
渡
航
し
た
。
一
次
渡
航
は
日
本
人
に
拉
致
さ
れ
て
渡

航
し
て
お
り
、
二
次
渡
航
は
幕
府
か
ら
認
め
て
も
ら
っ
た
韓
国
領
土
と
し
て
の
鬱
陵
島
と
「
子
山
島
」
に
対
し
て
日
本
人
が
変
わ
り
な
く

領
有
権
を
主
張
し
て
い
た
の
で
そ
れ
に
抗
議
す
る
た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
自
ら
渡
航
し
た
の
で
あ
る）

（（
（

。

日
本
側
の
史
料
「
元
禄
九
年
の
覚
書
」
の
「
朝
鮮
之
八
道
」
で
、
松
島
と
竹
島
が
朝
鮮
の
江
原
道
所
属
で
あ
る
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

こ
の
時
に
、安
龍
福
は
日
本
側
か
ら
明
確
に
鬱
陵
島
と
と
も
に
「
于
山
島
」
が
朝
鮮
の
領
土
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
明
確
に
認
め
て
も
ら
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
時
、
日
本
の
幕
府
や
鳥
取
藩
か
ら
も
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
事
実
と
受
け
と
り
、
安
龍
福
の
主
張
に
反
対
し
た
と



二
六
七

韓
国
の
「
于
山
島
→
石
島
→
独
島
」
へ
の
名
称
変
換
に
関
す
る
研
究
（
崔
）

の
記
録
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
安
龍
福
事
件
に
よ
り
「
于
山
島
」
の
位
置
が
朝
鮮
朝
廷
に
も
明
確

に
確
認
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

一
六
九
二
年
、
安
龍
福
事
件
が
発
生
し
た
後
、
朝
鮮
朝
廷
は
、
一
六
九
四
年
の
最
初
の
搜
討
官
で

あ
っ
た
張
漢
相
を
鬱
陵
島
に
派
遣
し
た
。
張
漢
相
の
書
い
た
「
鬱
陵
島
事
迹
」（
一
六
九
四
）
に
は
、

「
西
望
大
关
岭
遠
迤
之
状
東
望
海
中
有
一
島
杳
在
辰
方
而
其
大
末
満
蔚
島
三
分
之
一
不
過
三
百
余

里
」）

（（
（

、
つ
ま
り
「
鬱
陵
島
か
ら
西
を
眺
め
て
み
る
と
、
大
関
嶺
の
く
ね
く
ね
し
た
姿
が
見
ら
れ
、
東

を
眺
め
る
と
、
海
の
中
に
島
が
一
つ
あ
り
遥
か
東
南
に
位
置
し
、
島
の
大
き
さ
は
、
鬱
陵
島
の
三
分

の
一
に
満
た
な
い
距
離
は
三
〇
〇
里
余
り
に
過
ぎ
な
い
」
と
あ
っ
た
。
張
漢
相
は
、
安
龍
福
事
件
が

進
行
し
て
い
た
状
態
の
な
か
で
鬱
陵
島
を
守
土
し
て
い
た
の
で
「
于
山
島
」
の
存
在
を
確
認
す
る
こ

と
が
目
的
で
あ
っ
た
の
だ
。
そ
の
時
、
鬱
陵
島
か
ら
独
島
が
発
見
で
き
た
の
だ
。
朝
鮮
朝
廷
は
鬱
陵

島
と
と
も
に
「
于
山
島
」
が
朝
鮮
東
海
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
の
だ
。
一
六
九
六
年
幕

府
が
安
龍
福
の
事
件
を
き
っ
か
け
に
鬱
陵
島
に
対
し
て
渡
航
禁
止
令
を
下
し
、
日
本
人
達
の
鬱
陵
島

と
于
山
島
へ
の
渡
海
が
禁
止
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
領
土
紛
争
は
幕
を
下
し
た
の
だ
。

安龍福の「朝鮮之八道」（（0）



二
六
八

Ⅴ　

朝
鮮
中
期
・
後
期
の
守
討
使
の
「
于
山
島
」
の
未
確
認

（　

守
討
使
で
あ
っ
た
李
浚
明
と
田
会
一
の
「
于
山
島
」
の
未
確
認

一
六
九
七
（
粛
宗
二
三
）
年
一
月
、
対
馬
か
ら
倭
使
が
来
て
、
幕
府
の
関
白
の
名
で
竹
島
を
朝
鮮
の
領
土
と
認
め
て
、
日
本
人
の
立
ち

入
り
を
禁
止
し
て
お
り
、
三
月
安
龍
福
は
、
功
績
が
認
め
ら
れ
、
死
刑
を
免
れ
、
流
配
措
置
が
下
さ
れ
た
。
朝
鮮
朝
廷
は
、
ま
さ
に
「
二

年
お
き
一
年
」
と
い
う
よ
う
に）

（（
（

、
三
年
に
一
回
鬱
陵
島
に
搜
討
官
を
派
遣
す
る
こ
と
を
決
め
た）

（（
（

。
約
搜
討
官
は
、
一
度
に
一
〇
人
余
り
が

搜
討
に
加
担
し
た
と
す
る）

（（
（

。

だ
か
ら
、
一
六
九
九
（
粛
宗
二
五
）
年
、
江
原
の
越
松
万
戸
で
あ
っ
た
田
会
一

が
鬱
陵
島
搜
討
の
た
め
に
派
遣
さ
れ
、
三
年
に
一
回
搜
討
を
定
例
化
し
た
が
、

一
六
九
八
（
粛
宗
二
四
）
年
に
嶺
東
地
方
が
凶
作
と
な
り
搜
討
官
を
派
遣
せ
ず
、
翌

年
に
派
遣
さ
れ
た
。
田
会
一
は
地
図
や
土
産
物
を
朝
廷
に
捧
げ
た）

（（
（

。

つ
ま
り
「
三
陟
营
将
で
あ
っ
た
李
浚
明
と
倭
譯
で
あ
っ
た
崔
再
弘
は
鬱
陵
島
か
ら

帰
っ
て
き
て
、
そ
こ
の
図
形
と
紫
檀
香
、
青
竹
、
石
間
朱
、
魚
皮
な
ど
を
捧
げ
た）

（（
（

。

鬱
陵
島
は
二
年
を
経
て
邉
将
を
送
っ
て
交
互
に
搜
討
す
る
こ
と
が
既
に
定
式
に
な
っ

て
い
た
が
、
今
年
は
三
陟
が
そ
の
順
番
に
な
る
の
で
蔚
珍
の
竹
辺
津
か
ら
船
に
乗
っ

て
二
昼
一
夜
で
帰
っ
て
き
た
が
、
済
州
よ
り
二
倍
も
遠
い
と
す
る
」
と
し
た）

（（
（

。

李浚明の「鬱陵島図形」



二
六
九

韓
国
の
「
于
山
島
→
石
島
→
独
島
」
へ
の
名
称
変
換
に
関
す
る
研
究
（
崔
）

一
七
〇
二
（
粛
宗
二
八
）
年
五
月
、
三
陟
营
将
で
あ
っ
た
李
浚
明
も
鬱
陵
島
を
搜
討
し
て
か
ら
地
図
と
一
緒
に
土
産
物
を
捧
げ
た
。
李

浚
明
の
「
鬱
陵
島
図
形
」
に
示
さ
れ
た
地
名
を
見
る
と
、「
桶
亀
尾
、
都
藏
亀
尾
、
萍
草
亀
尾
、
沙
汰
亀
尾
、
待
風
所
、
黄
土
窟
、
待
風

亀
尾
、
孔
岩
、
玄
石
亀
尾
、
锥
峰
、
天
底
亀
尾
、
帿
竹
岩
、
龍
岩
、
小
于
島
、
大
于
島
、
苎
田
、
倭
船
倉
亀
尾
、
長
沙
亀
尾
、
楮
田
、
竹

田
」
な
ど
が
あ
る
。

こ
の
地
図
に
今
の
独
島
の
位
置
が
描
か
れ
て
い
な
い
こ
と
を
見
る
と
、
鬱
陵
島
か
ら
独
島

を
眺
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。
し
か
し
、
前
回
の
仕
事
は
東
海
に

二
つ
の
島
「
鬱
陵
島
と
于
山
島
が
存
在
し
て
い
る
」
と
す
る
朝
鮮
の
朝
廷
の
認
識
を
持
っ
て

い
た
の
で
、
鬱
陵
島
以
外
の
も
う
一
つ
の
島
、
す
な
わ
ち
于
山
島
と
し
て
、
今
日
の
「
竹
島
」

に
対
し
て
「
大
于
島
」、
観
音
島
に
対
し
て
「
小
于
島
」
と
す
る
二
つ
の
島
に
分
け
て
表
記

し
て
い
た
。

一
七
〇
二
（
粛
宗
二
八
）
年
に
李
浚
明
も
搜
討
官
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
が
、
帰
国
し
て
朝
廷

に
捧
げ
た
「
鬱
陵
島
図
形
」
を
見
る
と
、
地
名
の
特
徴
と
し
て
は
、
ほ
と
ん
ど
田
会
一
の
も

の
と
同
じ
で
あ
る
が
、
田
会
一
で
の
「
○
○
亀
尾
」
が
「
○
○
仇
味
」
に
変
わ
っ
た
程
度
の

違
い
で
あ
り
、
田
会
一
と
同
じ
よ
う
に
、
現
在
の
竹
島
は
「
大
于
島
」、
観
音
島
は
「
小
于
島
」

と
表
記
し
た
。
こ
れ
は
、
お
互
い
に
認
識
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

田会一の「鬱陵島図形」



二
七
〇

（　

守
討
使
で
あ
っ
た
朴
錫
昌
の
「
于
山
島
」
の
未
確
認

一
七
一
一
（
粛
宗
三
七
）
年
に
捜
土
官
と
し
て
鬱
陵
島
に
派
遣
さ
れ
た
三
陟
营
将
で

あ
っ
た
朴
錫
昌）

（（
（

が
鬱
陵
島
を
調
査
し
て
戻
っ
て
朝
廷
に
「
鬱
陵
島
図
形
」
を
描
い
た）

（（
（

。

一
六
九
九
年
の
田
会
一
が
一
七
〇
二
（
粛
宗
二
八
）
年
の
李
浚
明
が
描
い
た
「
鬱
陵

島
図
形
」
と
朴
錫
昌
の
「
鬱
陵
島
図
形
」
を
比
較
し
て
、そ
の
地
名
の
特
徴
を
見
る
と
、

朴
錫
昌
は
、
今
日
の
「
竹
島
」
に
つ
い
て
「
い
わ
ゆ
る
于
山
島
」
と
表
現
し
た
。
こ
れ

は
世
宗
実
録
地
理
志
、
新
増
東
国
輿
地
勝
覧
、
高
麗
史
地
理
志
な
ど
で
の
「
東
海
に
鬱

陵
島
と
于
山
島
の
二
つ
の
島
が
存
在
す
る
。」
と
い
う
領
土
認
識
が
反
映
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
こ
こ
で
と
く
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
世
宗
実
録
地
理
志
に
登
場
す
る
「
于

山
島
」
が
な
く
、「
い
わ
ゆ
る
于
山
島
」
と
い
っ
た
と
い
う
点
が
重
要
で
あ
る
。
鬱
陵

島
は
、
実
際
に
確
認
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、「
于
山
島
」
は
、
実
際
に
確
認
さ
れ
て

い
な
い
の
で
、「
一
応
は
于
山
島
と
い
う
名
称
に
し
て
お
く
」
と
い
う
意
味
で
推
測
性

の
表
現
を
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
朴
錫
昌
は
、
前
回
の
田
会
一
と

前
前
回
の
李
浚
明
が
描
い
た
「
鬱
陵
島
図
形
」
に
描
か
れ
た
「
小
于
山
、
大
于
山
」
の
名
称
に
対
し
て
疑
問
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
朴
錫
昌
は
日
本
海
に
鬱
陵
島
と
于
山
島
と
い
う
二
つ
の
島
が
存
在
す
る
と
の
認
識
は
明
確
に
持
っ
て
い
た
が
、
実

際
に
は
于
山
島
（
今
の
独
島
）
を
発
見
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

朴錫昌の「鬱陵島図形」



二
七
一

韓
国
の
「
于
山
島
→
石
島
→
独
島
」
へ
の
名
称
変
換
に
関
す
る
研
究
（
崔
）

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
こ
と
が
捜
土
官
ら
の
「
鬱
陵
島
図
形
」
は
、
単
に
レ
ポ
ー
ト
に
過
ぎ
な
い
も
の
を
意
味
す
る
。
朝
廷
の
認
識
は
、

新
増
東
国
輿
地
勝
覧
の
よ
う
に
「
于
山
島
（
独
島
）」
の
領
有
権
を
持
っ
て
い
た
の
で
、
捜
土
官
ら
の
誤
っ
た
表
記
と
は
無
関
係
で
あ
る
。

こ
れ
を
反
映
す
る
か
の
よ
う
に
、
一
七
七
〇
年
に
作
成
さ
れ
た
「
東
国
文
献
備
考
」
で
の
「
輿
地
誌
の
云
う
と
こ
ろ
、
鬱
陵
島
と
于
山
島

は
于
山
国
の
地
な
の
で
于
山
は
倭
人
た
ち
の
い
う
松
島
で
あ
る
」
と
し
、
一
七
七
〇
年
の
時
点
で
の
朝
鮮
朝
廷
の
領
土
認
識
は
、
倭
人
た

ち
が
松
島
と
い
う
于
山
島
は
、
古
代
の
時
代
か
ら
朝
鮮
固
有
の
領
土
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
持
っ
て
い
た
。

（　

検
察
使
で
あ
っ
た
李
奎
遠
の
「
于
山
島
」
の
未
確
認

近
代
に
入
っ
て
か
ら
朝
日
修
好
条
規
に
加
え
て
、
朝
鮮
の
門
戸
が
開
放
さ
れ
る
と
、
鬱
陵
島
も
例
外
で
は
な
く
、
日
本
人
が
不
法
に
頻

繁
に
侵
入
し
た
の
だ
。
こ
の
よ
う
な
事
実
を
朝
鮮
政
府
が
知
っ

て
一
八
八
二
年
五
月
に
鬱
陵
島
に
検
察
使
と
し
て
李
奎
遠
を

送
っ
て
島
の
巡
回
を
命
じ
た
。
李
奎
遠
は
こ
の
時
に
調
査
し
た

結
果
を
地
図
に
作
成
し
、
高
宗
に
上
げ
た）

（（
（

。

元
の
鬱
陵
島
の
内
部
の
領
域
を
描
い
た
「
鬱
陵
島
内
図
」
と

一
緒
に
「
鬱
陵
島
外
図
」
が
ペ
ア
で
作
成
さ
れ
て
い
る
。「
鬱

陵
島
外
図
」
は
、
以
前
の
田
会
一
と
李
浚
明
が
描
い
た
の
と
同

様
に
、
島
の
周
り
の
海
岸
を
詳
細
に
描
こ
う
と
し
た
も
の
で
、

島
の
外
部
か
ら
内
部
方
向
に
描
い
て
い
た
。

李奎遠の「鬱陵島外図」



二
七
二

李
奎
遠
の
調
査
し
た
岩
や
島
の
名

前
を
サ
イ
ズ
順
に
並
べ
る
と
次
の
と

お
り
で
あ
る
。
①
大
岩　

②
虹
岩　

③
竹
島　

④
島
項
の
順
だ
っ
た
。
そ

の
ほ
か
に
触
奇
岩
、
兄
弟
岩
、
老
姑

岩
、
鐘
岩
、
将
軍
岩
、
胄
岩
、
華
岩
、

嵐
岩
な
ど
を
表
記
し
た）

（（
（

。

こ
れ
ら
の
島
々
は
、
す
べ
て
の
鬱

陵
島
周
辺
に
散
在
し
て
い
る
岩
礁
で

あ
っ
た
。
岩
礁
で
な
い
島
は
竹
島
と

島
項
だ
け
だ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
名

称
は
以
前
の
捜
土
使
が
つ
け
た
名
称

と
は
異
な
っ
て
い
る
。し
た
が
っ
て
、

こ
れ
は
鬱
陵
島
住
民
た
ち
に
よ
っ
て

呼
ば
れ
た
名
称
で
あ
る
と
判
断
さ
れ

る
。
そ
れ
以
外
の
島
の
名
称
は
、
以

前
の
捜
土
使
ら
が
作
成
し
た
地
図
を

「靑丘圖」系統の地図（（4） 「東輿圖」系統の地図（（5）

「輿地図」系統の地図（（（） 「広輿図」系統の地図（（（）



二
七
三

韓
国
の
「
于
山
島
→
石
島
→
独
島
」
へ
の
名
称
変
換
に
関
す
る
研
究
（
崔
）

参
考
に
し
て
つ
け
た
可
能
性
が
大
き
い
。

要
す
る
に
、
今
日
の
「
観
音
島
」
に
つ
い
て
は
、
李
奎
遠
の
制
作
し
た
一
八
八
二
年
の
「
鬱
陵
島
外
図
」
に
「
島
項
」
と
表
記
さ
れ
て

い
た
し
、
今
日
の
「
竹
島
」
と
い
う
名
称
は
、
李
奎
遠
の
調
査
時
か
ら
表
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

4　

李
奎
遠
調
査
後
の
地
図
製
作
者
た
ち
の
「
于
山
島
」
の
位
置
の
模
倣

①
「
輿
地
図
」
と
「
広
輿
図
」
系
統
の
地
図
は
お
お
よ
そ
一
八
世
紀
後
半
の
地
図
で
あ
る
。

②
「
靑
丘
圖
」
と
「
東
輿
圖
」
系
統
の
地
図
は
お
お
よ
そ
一
九
世
紀
初
頭
の
地
図
で
あ
る
。

Ⅵ　

開
拓
時
代
の
鬱
陵
島
住
民
の
「
独
島
」
の
存
在
の
確
認

一
八
八
一
年
五
月
、
江
原
道
観
察
使
が
、
朝
鮮
の
高
官
が
鬱
陵
島
の
捜
土
を
行
っ
た
時
日
本
人
の
渡
航
を
摘
発
し
た
事
実
を
確
認
し
、

こ
れ
を
中
央
政
府
に
報
告
し
た）

（（
（

。

一
八
八
二
年
に
李
奎
遠
検
察
使
の
調
査
結
果
、
鬱
陵
島
に
は
す
で
に
、
主
に
造
船
業
（
一
二
九
人
）
に
従
事
し
て
い
た
一
四
〇
人
の
朝

鮮
人
（
そ
の
中
一
一
五
人
は
全
羅
道
出
身
）
と
、
主
に
伐
採
に
従
事
し
て
い
た
七
八
人
の
日
本
人
が
居
住
し
て
い
る
事
実
を
確
認
し
た
。
日

本
か
ら
鬱
陵
島
へ
渡
航
し
た
日
本
人
た
ち
は
独
島
を
経
由
し
て
い
る
の
で
す
べ
て
が
独
島
の
存
在
を
知
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

ゆ
え
、
鬱
陵
島
住
民
た
ち
も
自
然
に
独
島
の
存
在
を
知
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
理
由
か
ら
、
鬱
陵
島
の
住
民
た
ち
は
、
地

理
的
に
鬱
陵
島
か
ら
望
め
る
距
離
に
あ
っ
た
の
で
、
実
際
の
独
島
の
形
状
な
ど
の
情
況
に
つ
い
て
よ
く
知
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の



二
七
四

過
程
で
、
島
の
新
た
な
名
称
が
生
成
す
る
。
岩
礁
で
で
き
た
島
だ
っ
た
の
で
島
の
形
状
を
も
っ
て
「
石
島
」
と
い
う
名
称
が
生
ま
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

中
央
政
府
は
、
一
八
九
五
年
八
月
、
既
存
の
島
長
に
代
え
て
島
監
で
昇
格
し
て
判
任
官
の
職
級
に
初
代
の
島
監
と
し
て
裵
季
朱
を
任
命

し
た
。
そ
の
当
時
、
一
八
九
七
年
三
月
に
一
二
個
洞
里
に
三
九
七
家
屋
で
男
六
六
二
人
、
女
四
七
二
人
で
、
合
計
一
、一
三
四
人
が
居
住

し
て
い
た）

（（
（

。

裵
季
朱
は
仁
川
の
永
宗
島
人
で
一
八
八
一
年
に
開
拓
民
と
し
て
鬱
陵
島
に
移
住
し
た）

（（
（

。

す
で
に
彼
は
鬱
陵
島
に
移
住
し
て
か
ら
一
七
年
も
過
ぎ
て
い
た
の
で
、「
島
監
裵
季
周
」
を
含
む
い
く
つ
か
の
住
民
は
「
于
山
島
」
の

存
在
を
知
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
当
時
地
元
の
人
々
は
こ
の
島
を
「
于
山
島
」
と
呼
ぶ
わ
け
が
な
い
。
于
山
島
は
官
撰
文
献
上
の
名
称

で
あ
る
か
ら
だ
。
住
民
は
直
接
二
つ
の
岩
礁
で
で
き
た
島
を
目
で
確
認
し
て
島
の
形
状
に
応
じ
て
「
石
島
」
の
よ
う
な
名
称
が
使
用
さ
れ

た
は
ず
で
あ
る
。

一
九
〇
四
年
日
本
の
軍
艦
「
新
高
号
」
は
、
複
数
の
人
か
ら
開
拓
の
要
求
が
出
さ
れ
て
い
る
松
島
（
鬱
陵
島
）
の
存
在
を
確
認
す
る
た

め
に
鬱
陵
島
を
調
査
し
た
と
き
に
、
軍
艦
日
誌
に
「
韓
人
は
リ
ア
ン
コ
ル
ト
岩
に
対
し
て
獨
島
と
書
く
」
と
記
し
て
い
た）

（（
（

。

そ
れ
は
「
独
島
」
と
い
う
名
称
が
す
で
に
鬱
陵
島
に
は
、
土
俗
の
名
称
と
し
て
定
着
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
現
在
は
確
認

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
当
時
の
鬱
島
郡
の
公
式
文
書
に
は
「
独
島
」
と
の
名
称
で
記
録
し
て
保
管
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

ま
た
、
中
井
養
三
郎
は
「
ア
シ
カ
（
海
馬
）
が
こ
の
島
に
群
集
す
る
。（
中
略
）
松
島
（
鬱
陵
島
）
か
ら
渡
航
し
て
ア
シ
カ
漁
に
従
事
す
る
者

は
、
六
、七
〇
石
を
積
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
日
本
の
船
舶
を
使
用
す
る
。
島
に
家
を
建
て
て
約
一
〇
日
間
滞
在
す
る
。
人
員
も
時
々
四
、

五
〇
人
を
超
え
る
こ
と
も
あ
る
。
今
年
（
一
九
〇
四
年
）、
複
数
回
渡
航
し
た
。」）

（（
（

「
こ
の
度
鬱
陵
島
に
付
属
し
て
韓
国
の
所
領
と
い
う
考
え



二
七
五

韓
国
の
「
于
山
島
→
石
島
→
独
島
」
へ
の
名
称
変
換
に
関
す
る
研
究
（
崔
）

を
持
っ
て
い
た
」
と
し
て
一
九
〇
三
年
か
ら
独
島
で
ア
シ
カ
漁
業
を
し
て
い
た
の
だ）

（（
（

。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
は
、
す
で
に
一
九
〇
三
年
前

に
「
独
島
」
の
存
在
が
鬱
陵
島
住
民
た
ち
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
い
う）

（（
（

。

つ
ま
り
鬱
陵
島
の
住
民
た
ち
が
呼
ん
で
い
た
名
前
は
、
島
の
形
状
な
ど
に
よ
る
土
俗
的
な
名
称
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
石
の
島
」
の
意

味
で
「
ト
ク
ソ
ム
」
と
呼
称
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
文
献
記
録
の
た
め
に
漢
字
表
記
で
「
石
島
」
に
し
、
全
羅
道
方
言
か
ら
借
り
た
音
の
表

記
で
「
独
島
」
と
命
名
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

Ⅶ　

日
本
人
潜
入
期
の
韓
日
合
同
調
査
団
の
「
鬱
陵
島
」
の
調
査

鬱
陵
島
で
日
本
人
に
よ
っ
て
伐
採
問
題
が
発
生
し
、
日
韓
両
国
の
合
同
調
査
団
が
鬱
陵
島
に
派
遣
さ
れ
た
。
裵
季
周
は
一
八
九
五
年
九

月
二
〇
日
に
鬱
陵
島
島
監
に
任
命
さ
れ
て
働
い
て
い
た
。
内
部
で
は
な
く
、
李
乾
夏
が
一
八
九
九
年
九
月
に
禹
用
鼎
を
鬱
陵
島
視
察
官
に

任
命
し
た
。
鬱
陵
島
へ
の
派
遣
目
的
は
、
外
部
大
臣
朴
濟
純
が
、
内
部
で
は
な
く
、
李
乾
夏
に
送
っ
た
書
簡
で
こ
れ
ら
の
派
遣
員
の
役
割

に
つ
い
て
、「
今
回
派
遣
さ
れ
た
調
査
委
員
は
、
以
上
の
各
項
の
事
実
を
調
査
し
、
復
命
す
る
こ
と
を
除
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
措
置
の

権
利
も
持
っ
て
い
な
い）

（（
（

。
た
だ
し
、
韓
日
当
局
者
は
、
そ
の
委
員
が
復
命
す
る
の
を
待
っ
て
、
京
城
で
審
議
し
て
弁
理
す
べ
き
」
と
、
そ

の
項
目
は
「
け
や
き
の
伐
採
、
伐
採
の
問
題
に
つ
い
て
の
裁
判
所
の
裁
判
の
件
、
金
庸
爰
に
税
金
を
払
っ
て
伐
採
す
る
と
い
う
こ
と
」
な

ど
不
法
居
住
日
本
人
と
島
監
の
間
に
お
互
い
に
言
葉
の
矛
盾
が
あ
る
た
め）

（（
（

、
日
韓
両
者
が
事
実
関
係
を
調
査
す
る
こ
と
だ
っ
た）

（（
（

。

日
韓
合
同
調
査
団
の
調
査
内
容
は
、
皇
城
新
聞
を
通
じ
て
「
鬱
陵
島
事
况
」
と
い
う
題
目
で
「
鬱
陵
島
」
の
紹
介
と
日
本
人
の
横
暴
が

報
道
さ
れ
た
。



二
七
六

こ
こ
で
は
、
東
海
の
島
嶼
に
つ
い
て
の
従
来
の
認
識
だ
っ
た
「
于
山
島
、
鬱
陵
島
の
二
島
が
存
在
す
る
」
と
い
う
認
識
の
表
記
が
な
い
。

鬱
陵
島
だ
け
を
調
査
し
て
記
述
し
た
も
の
だ
っ
た
か
ら
現
在
の
独
島
に
つ
い
て
の
言
及
は
あ
り
え
な
い
。「
鬱
陵
島
事
况
」
と
い
う
題
目

の
よ
う
に
鬱
陵
島
に
関
す
る
記
述
で
あ
っ
た
。
い
く
つ
か
の
研
究
で
は
、「
鬱
陵
島
事
况
」
の
中
の
「
于
山
島
竹
島
」
の
よ
う
な
表
記
に

対
し
て
、
世
宗
実
録
地
理
志
、
東
国
輿
地
勝
覧
な
ど
に
あ
る
「
于
山
」
が
現
在
の
独
島
を
指
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
記
事
の
「
于
山
島
」

と
い
う
名
称
に
対
し
て
現
在
の
独
島
と
断
定
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
そ
れ
と
は
違
う
。
こ
こ
に
は
「
于
山=

独
島
」

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
況
が
全
く
な
い
。
実
際
に
は
、
安
龍
福
事
件
後
の
幾
人
か
の
守
土
使
ら
が
「
竹
島=

于
山
島
」
と
誤
っ
て
表

記
し
た
こ
と
か
ら
、
当
時
の
地
図
制
作
者
が
多
く
の
間
違
っ
た
地
図
を
作
っ
て
い
た
の
だ
。
し
た
が
っ
て
、「
于
山=

独
島
」
と
す
ぐ
に

断
定
す
る
こ
と
は
正
し
い
論
証
で
は
な
い）

（（
（

。

「
鬱
陵
島
事
况
」
の
「
蔚
珍
之
東
海
に
一
島
が
有
り
、
曰
わ
く
鬱
陵
で
あ
り
、
其
附
属
し
た
小
六
島
中
に
最
著
者
は
于
山
島
竹
島
…
…
」

と
し
た
。「
東
海
に
一
島
が
有
り
曰
わ
く
鬱
陵
で
あ
り
」
か
ら
見
る
と
今
回
の
調
査
が
鬱
陵
島
ノ
ミ
の
調
査
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
ら
に
、「
最
著
者
は
于
山
島
竹
島
」
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
「
最
も
顕
著
な
も
の
」
と
は
一
つ
の
こ
と
を
意
味
す
る
。「
于
山
島
と
も
い
っ

た
り
、
竹
島
と
も
云
っ
た
り
す
る
」
も
の
を
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
も
し
こ
こ
で
「
于
山
島
」
が
現
在
の
独
島
で
あ
っ
た
ら
、「
最
著
者

は
于
山
島
竹
島
」
の
両
方
の
名
称
の
配
置
順
を
見
て
も
、
鬱
陵
島
か
ら
八
七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
も
離
れ
て
い
る
島
を
後
に
し
て
「
竹
島
─
干

山
島
」
と
い
う
順
番
に
配
列
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
独
島
は
地
理
的
に
鬱
陵
島
、
そ
し
て
竹
島
よ
り
も
遠
く
に
位
置
し
て
い

て
、
こ
れ
ら
の
島
か
ら
「
天
気
が
澄
ん
で
風
が
吹
く
日
だ
け
に
見
え
る
」
番
外
的
な
島
だ
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
「
于
山
島
竹
島
」
の
表
記
は
、
李
奎
遠
の
調
査
し
た
竹
島
と
守
土
使
ら
が
誤
っ
て
表
記
し
た
于
山
島
と
い
う
名
称
を
い
っ
ぺ
ん

に
表
記
し
た
こ
と
か
ら
、「
于
山
島=

竹
島
」
と
い
う
意
味
で
、
一
つ
の
島
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
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韓
国
の
「
于
山
島
→
石
島
→
独
島
」
へ
の
名
称
変
換
に
関
す
る
研
究
（
崔
）

Ⅷ　

東
海
に
お
け
る
領
土
政
策
上
の
大
韓
帝
国
の
「
于
山
島=

石
島
」
の
確
認

（　

高
宗
の
「
鬱
陵
島
、
松
竹
島
、
于
山
島
」、「
鬱
陵
島=

松
島
、
竹
島
、
于
山
島
」
の
三
島
認
識

江
華
島
条
約
以
後
、
日
帝
の
朝
鮮
へ
の
侵
略
が
本
格
化
し
て
鬱
陵
島
に
も
日
本
人
が
侵
入
し
て
東
海
の
島
嶼
の
領
土
主
権
の
脅
威
を
感

じ
さ
せ
た
。
高
宗
は
一
八
八
一
年
五
月
二
三
日
、
李
奎
遠
を
鬱
陵
島
の
検
察
使
に
任
命
し
た
。
一
〇
二
人
で
構
成
さ
れ
た
検
察
使
李
奎
遠

の
一
行
は
、
一
八
八
二
年
四
月
三
〇
日
、
鬱
陵
島
に
到
着
し
た
。
鬱
陵
島
調
査
の
目
的
と
し
て
「
①
鬱
陵
島
に
密
入
し
た
日
本
人
た
ち
に

対
す
る
検
察
、
②
鬱
陵
島
付
近
に
あ
る
松
竹
島
と
芋
（
于
）
山
島
の
相
互
距
離
、
ま
た
は
松
島
、
竹
島
、
于
山
島
三
島
を
合
わ
せ
て
鬱
陵

と
通
称
す
る
説
も
あ
る
が
、
そ
の
実
際
の
都
合
」
を
「
地
図
」
で
作
成
し
て
く
る
こ
と
も
あ
っ
た）

（（
（

。

こ
こ
で
高
宗
は
、
鬱
陵
島
周
辺
の
鬱
陵
島
の
付
属
島
で
「
松
竹
島
、
于
山
島
」
で
あ
る
か
、
鬱
陵
島
が
「
松
島
、
竹
島
、
于
山
島
」
の

三
つ
の
島
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
の
か
を
確
認
し
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
高
宗
は
一
八
九
九
年
「
鬱
陵
島
事
况
」
の
「
最
著
者
は

于
山
島
竹
島
」
と
の
順
番
と
は
異
な
っ
て
、
付
属
島
と
し
て
の
「
松
竹
島
、
于
山
島
」、
鬱
陵
島
の
構
成
と
し
て
の
「
松
島
、
竹
島
、
于

山
島
」
と
し
、于
山
島
を
最
後
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
高
宗
は
、守
土
使
ら
が
誤
っ
た
「
鬱
陵
島
─
所
謂
于
山
島
」
ま
た
は
、「
鬱

陵
島
─
小
于
山
─
大
于
山
」
と
い
う
調
査
は
信
じ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

と
こ
ろ
が
、
李
奎
遠
検
察
使
の
調
査
結
果
「
竹
島
は
見
つ
け
た
が
、
于
山
島
は
鬱
陵
島
に
在
住
者
か
ら
そ
の
存
在
に
つ
い
て
は
言
葉
で

聞
い
た
だ
け
で
見
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
」
と
し
た）

（（
（

。
そ
れ
で
「
鬱
陵
外
島
」
で
「
鬱
陵
島
─
竹
島
─
島
項
」
と
い
う
島
を
表
記
し
た

が
、
高
宗
の
い
っ
た
「
干
山
島
」
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
の
で
表
記
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
高
宗
は
世
宗
實
錄
地
理
志
と
新
増
東
国
輿
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地
勝
覧
の
記
録
で
あ
る
「
鬱
陵
島
と
于
山
島
は
天
気
が
清
明
、
風
が
吹
く
と
お
互
い
に
よ
く
眺
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
鬱
陵
島
以

外
の
島
で
あ
る
「
于
山
島
」
の
存
在
を
諦
め
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
高
宗
は
一
八
八
三
年
三
月
一
六
日
に
開
化
派
の
頭
で
あ
っ
た

金
玉
均
を
し
て
東
南
諸
島
の
開
拓
使
を
兼
ね
て
捕
鯨
使
に
任
命
し
た
が
、
一
八
八
四
年
一
二
月
甲
申
政
変
が
失
敗
に
終
わ
っ
て
日
本
に
亡

命
し
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
、
高
宗
は
一
八
九
五
年
八
月
鬱
陵
島
の
島
長
を
島
監
に
昇
格
さ
せ
て
判
任
官
と
い
う
職
級
を
も
っ
た
初
代
島
監

に
裵
季
周
を
任
命
し
た
。

高
宗
皇
帝
は
、「
皇
城
新
聞
」
で
一
八
九
九
年
の
日
韓
共
同
の
鬱
陵
島
調
査
報
告
で
「
最
も
際
立
つ
島
、
于
山
島
竹
島
」（「
最
も
」
と
い

う
表
現
は
、一
つ
の
島
を
意
味
す
る
）
と
報
道
さ
れ
た
よ
う
に
、守
土
使
ら
の
誤
っ
て
表
記
し
た
「
于
山
島
」
が
李
奎
遠
の
調
査
し
た
「
竹
島
」

と
同
一
の
島
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
韓
国
側
の
調
査
団
長
で
あ
っ
た
「
禹
用
鼎
一
行
は
六
月
六
日
午
前
一
〇
時
に
鬱

陵
島
監
の
帳
簿
を
検
査
し
た
後
、
急
に
率
先
に
上
が
っ
て
釜
山
に
向
か
い
ま
し
た
」
と
あ
る
よ
う
に）

（（
（

、
禹
用
鼎
は
、
一
八
八
九
年
に
鬱
陵

島
庁
を
訪
問
し
て
一
八
年
も
在
住
し
て
い
た
島
監
裵
季
周
を
尋
問
し
た
の
で
、
鬱
陵
島
か
ら
八
七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
も
離
れ
て
い
た
岩
礁
で

で
き
た
現
在
の
独
島
で
あ
る
「
石
の
島
」
の
存
在
を
確
認
し
て
い
た
か
も
知
れ
な
い）

（（
（

。

（　

勅
令
四
一
号
の
「
石
島
」
の
存
在
の
確
認

日
韓
合
同
の
鬱
陵
島
調
査
団
が
調
査
を
終
え
た
が
、
そ
れ
以
降
、
鬱
陵
島
で
の
日
本
人
の
不
条
理
は
減
っ
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
日

本
人
の
乱
暴
が
極
に
達
し
た
。
内
部
は
外
部
に
対
し
て
日
本
人
の
乱
暴
が
ひ
ど
い
こ
と
を
日
本
政
府
に
知
ら
せ
て
定
め
ら
れ
た
日
ま
で
に

日
本
人
の
撤
退
を
要
求
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、大
韓
帝
国
の
外
部
は
日
本
政
府
に
不
法
渡
航
を
理
由
に
し
て
日
本
人
の
撤
去
を
要
求
し
た
が
、

日
本
人
た
ち
は
撤
退
を
拒
否
し
た
。
大
韓
帝
国
は
東
海
の
島
嶼
に
対
す
る
領
土
保
全
の
問
題
が
深
刻
な
状
況
を
迎
え
た
の
で
あ
る
。
大
韓
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崔
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帝
国
は
、
東
海
島
嶼
の
領
土
政
策
の
一
環
と
し
て
「
鬱
島
郡
」
を
法
制
化
す
る
な
ど
、
積
極
的
に
対
応
し
た
。
こ
こ
で
鬱
島
郡
の
行
政
措

置
は
消
極
的
な
鬱
陵
島
だ
け
の
措
置
で
は
な
く
、鬱
陵
島
を
含
め
て
東
海
に
お
け
る
す
べ
て
の
島
を
管
理
す
る
た
め
の
措
置
だ
っ
た
の
だ
。

つ
ま
り
、「
鬱
島
郡
」
を
「
鬱
陵
全
島
」
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
以
外
に
「
竹
島
」、
そ
し
て
「
石
島
（
独
島
）」
ま
で
含
め
て
、
東
海

の
す
べ
て
の
島
を
管
轄
す
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

禹
用
鼎
は
、「
鬱
島
記
」
を
作
成
し
た
が
、
そ
こ
で
「
鬱
島
は
、
以
前
に
于
山
国
で
あ
る
」
と
し
た
が）

（（
（

、
そ
れ
は
「
竹
島
と
松
島
は
于

山
国
の
領
土
」（
東
国
文
献
比
較
）
に
あ
る
よ
う
に
、
新
羅
が
鬱
陵
島
を
基
盤
と
し
た
于
山
国
を
征
伐
し
た
た
め
、「
鬱
島
」
が
大
韓
帝
国
の

領
土
に
な
っ
た
と
い
う
領
土
意
識
を
強
く
表
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
過
程
で
、大
韓
帝
国
は
、「
勅
令
四
一
号
」
を
通
じ
て
「
第
二
条
郡
庁
位
置
は
、台
霞
洞
に
定
し
て
区
域
は
鬱
島
全
島
と
竹
島
、

石
島
を
管
辖
す
る
事
）」
と
し
、「
石
島
」
を
鬱
島
郡
の
行
政
区
域
に
編
入
し
て
韓
国
領
土
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。

Ⅸ　

日
本
帝
国
の
「
竹
島
」
編
入
に
対
す
る
大
韓
帝
国
の
否
定

日
本
帝
国
は
一
九
〇
五
年
二
月
二
二
日
、
日
露
戦
争
の
最
中
に
竹
島
を
日
本
の
領
土
に
編
入
す
る
措
置
を
取
っ
た
。
翌
年
一
九
〇
六
年

二
月
一
日
、
日
本
帝
国
が
韓
国
の
京
城
に
統
監
府
を
設
置
し
た
後
、
同
年
三
月
二
八
日
、
島
根
県
隠
岐
島
司
の
一
行
が
鬱
陵
島
を
訪
問
し
、

「
竹
島
」
を
視
察
し
て
帰
り
に
鬱
島
郡
守
・
沈
興
澤
に
「
竹
島
」
が
日
本
の
新
領
土
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
せ
た
。
そ
の
事
を
聞
い
て
驚
愕

し
た
沈
興
澤
・
鬱
島
郡
守
は
、
す
ぐ
に
翌
日
の
三
月
二
九
日
「
本
郡
所
属
の
独
島
が
鬱
陵
島
か
ら
海
の
方
向
に
一
〇
〇
余
里
の
位
置
に
あ

る
（
本
郡
所
属
独
島
が
在
于
本
部
外
洋
百
余
里
許
）」
と
い
う
内
容
で
、
日
本
の
官
吏
が
「
韓
国
が
独
島
と
す
る
（
自
云
独
島
）
島
が
も
う
日
本
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領
地
に
な
っ
た
の
で
視
察
で
来
島
し
ま
し
た
」
と
言
っ
て
帰
っ
た
と）

（（
（

、
江
原
道
観
察
使
代
理
・
李
明
來
を
介
し
て
、
中
央
政
府
の
内
部
、

参
政
大
臣
に
報
告
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
内
部
大
臣
・
李
址
鎔
は
「
独
島
を
日
本
属
地
と
称
し
て
言
う
こ
と
は
全
く
理
に
合
わ
な
い
」
と

し
た）

（（
（

。
議
政
府
参
政
大
臣
・
朴
齊
純
は
「
独
島
属
地
説
は
全
く
根
拠
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
編
入
の
事
実
を
否
定
し
た）

（（
（

。

外
部
は
一
九
〇
五
年
一
一
月
一
七
日
韓
日
条
約
を
も
っ
て
廃
止
さ
れ
た
の
で
外
部
大
臣
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
大
韓
帝

国
の
内
部
大
臣
の
名
で
統
監
府
に
抗
議
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
統
監
府
が
「
勅
令
四
一
号
」
に
よ
っ
て
独
島
が
韓
国
領
土
と
し
て
の
行
政

措
置
を
取
っ
た
経
緯
を
確
認
す
る
た
め
に
、
大
韓
帝
国
の
独
島
編
入
の
事
実
の
確
認
を
要
求
し
た
。
そ
の
と
き
、
大
韓
帝
国
は
「
鬱
島
郡

の
配
置
顛
末
」
を
統
監
府
に
提
出
し
た
の
で
あ
る）

（（
（

。

そ
の
結
果
、
統
監
府
は
、
一
九
〇
〇
年
勅
令
四
一
号
に
よ
っ
て
、
独
島
が
「
石
島
」
と
い
う
名
前
で
韓
国
領
土
と
し
て
行
政
措
置
さ
れ

た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、統
監
府
は
「
独
島=

石
島
」
で
は
な
い
と
反
論
し
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、

当
時
の
統
監
府
は
一
九
〇
〇
年
の
「
勅
令
四
一
号
」
に
よ
っ
て
「
石
島=

独
島
」
が
韓
国
領
土
の
一
部
と
し
て
行
政
措
置
さ
れ
た
こ
と

を
認
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
勅
令
四
一
号
で
高
宗
皇
帝
が
「
于
山
」
と
表
記
せ
ず
に
「
石
島
」
と
名
称
し
た
理
由
は
、
世
宗
實
錄
地
理
志
、
新
増
東
国
輿
地
勝

覧
な
ど
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
も
と
も
と
「
于
山
島
」
が
今
の
独
島
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
時
「
竹
島
（
デ
ッ
ソ
ム
）」
を
「
于
山
」

に
し
た
守
土
使
が
誤
っ
て
描
い
た
名
称
の
影
響
で
多
く
の
地
図
が
そ
れ
を
模
倣
し
て
い
た
の
で
、「
于
山
」
と
い
う
名
称
を
破
棄
し
、「
石

島
」
と
い
う
土
俗
的
な
新
し
い
名
称
を
使
用
し
て
領
有
権
意
識
を
明
確
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
大
韓
帝
国
は
領
土
守
護
の
た
め
の
領
土
政
策
の
一
環
と
し
て
、
勅
令
四
一
号
を
公
布
し
て
日
本
の
侵
略
か
ら
東
海
の
島
嶼
に
対

す
る
領
土
主
権
を
明
確
に
し
た
の
で
あ
る
。
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八
一

韓
国
の
「
于
山
島
→
石
島
→
独
島
」
へ
の
名
称
変
換
に
関
す
る
研
究
（
崔
）

Ⅹ　

結　

び　

に

本
研
究
で
は
、
独
島
の
名
称
が
朝
鮮
初
中
期
の
「
于
山
島
」
か
ら
一
九
〇
〇
年
の
勅
令
四
一
号
の
「
石
島
」
に
変
更
さ
れ
た
経
緯
に
つ

い
て
考
察
し
た
。
そ
の
内
容
を
ま
と
め
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

ま
ず
、
鬱
陵
島
に
人
が
住
ん
で
い
た
と
き
、
つ
ま
り
新
羅
、
高
麗
時
代
、
一
八
八
二
年
か
ら
の
鬱
陵
島
開
拓
期
に
は
、
鬱
陵
島
か
ら
独

島
を
眺
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
鬱
陵
島
の
人
は
そ
の
存
在
を
明
確
に
知
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
島
の
形
状
に
し
た
が
っ
て
土
俗
的
な

名
称
と
し
て
「
ト
ク
ソ
ム
（
石
島
）」、「
独
島
」
が
つ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
鬱
陵
島
に
人
が
住
ん
で
い
な
か
っ
た
時
期
に
は
、
独
島
を
確
認
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
り
、
そ
の
島
の
形
状
に
精
通
し
て

い
な
か
っ
た
た
め
、
中
央
政
府
は
東
海
に
鬱
陵
島
を
含
め
て
二
つ
の
島
、
す
な
わ
ち
「
鬱
陵
島
、
于
山
島
（
独
島
）」
が
存
在
す
る
と
い
う

領
土
認
識
だ
け
存
在
し
た
。

第
三
に
、
地
図
を
作
成
す
る
際
、
鬱
陵
島
に
人
が
住
ん
で
い
な
か
っ
た
時
期
に
は
島
を
直
接
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
、
す
な

わ
ち
島
の
位
置
や
大
き
さ
、
形
状
を
正
確
に
知
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
、
官
撰
の
名
称
で
あ
る
「
于
山
島
」
と
い
う
名
称
で
多
様

な
位
置
に
島
が
表
記
さ
れ
た
。

第
四
に
、
中
央
政
府
か
ら
派
遣
さ
れ
た
守
土
使
は
空
島
の
状
態
に
あ
る
鬱
陵
島
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
東
海
に
お
け
る
も
う
一
つ
の
島

で
あ
る
「
于
山
島
」
の
存
在
を
確
認
す
る
こ
と
も
重
要
な
任
務
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
守
土
使
は
、
調
査
結
果
を
地
図
に
描
い
て
朝
廷
に
報

告
し
た
。
そ
の
時
に
必
ず
鬱
陵
島
と
と
も
に
「
于
山
島
」
の
存
在
を
描
い
た
。
し
か
し
、
年
中
五
〇
日
ぐ
ら
い
鬱
陵
島
か
ら
眺
め
ら
れ



二
八
二

る
独
島
の
存
在
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
誤
っ
て
現
在
の
独
島
で
は
な
く
違
う
場
所
の
も
の
を
描
い
た
。
そ
の
場
所
が
今
の
竹
島

（
テ
ッ
ソ
ム
）
で
あ
っ
た
。

第
五
に
、
朝
鮮
の
鬱
陵
島
開
拓
期
に
日
本
人
は
独
島
を
経
て
、
不
法
に
鬱
陵
島
に
渡
っ
た
。
ま
た
、
鬱
陵
島
か
ら
独
島
を
眺
め
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
、
鬱
陵
島
の
住
民
た
ち
は
自
然
に
独
島
の
存
在
を
知
る
こ
と
に
な
っ
た
。
不
法
な
日
本
人
の
鬱
陵
島
へ
の
侵
入
か
ら
朝
鮮

朝
廷
に
は
領
土
意
識
が
高
揚
し
、
現
在
の
独
島
に
対
し
て
も
領
土
的
関
心
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。

第
六
に
、「
于
山
島
」
は
、
朝
鮮
初
期
に
朝
廷
の
空
島
化
に
よ
る
守
土
政
策
の
時
期
に
生
ま
れ
た
官
撰
の
名
称
で
あ
る
が
、
近
代
の
開

拓
時
期
に
は
鬱
陵
島
民
が
島
の
存
在
を
確
認
し
て
い
た
の
で
、
島
の
形
状
か
ら
土
俗
的
な
名
称
が
生
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
名
称

が
い
わ
ゆ
る
「
独
島
」
ま
た
は
、「
ト
ク
ソ
ム
（
石
島
）」
で
あ
っ
た
。
中
央
政
府
が
勅
令
四
一
号
を
も
っ
て
「
鬱
島
郡
」
の
行
政
措
置
を
取
っ

た
と
き
に
「
ト
ク
ソ
ム
」
を
同
じ
意
味
の
漢
字
表
記
を
も
っ
て
「
石
島
」
と
し
、鬱
島
郡
守
は
、土
俗
的
表
音
ど
お
り
の
名
称
と
し
て
「
独

島
」
と
表
記
し
た
。

第
七
に
、
一
九
〇
六
年
三
月
、
日
本
の
島
根
県
官
吏
が
鬱
陵
島
を
訪
問
し
、
韓
国
で
言
う
独
島
が
日
本
の
新
領
土
「
竹
島
」
に
な
っ
た

と
い
う
こ
と
を
鬱
島
郡
守
に
言
い
出
し
た
。
鬱
島
郡
守
は
、
そ
の
島
が
鬱
島
郡
が
管
轄
し
て
い
た
韓
国
固
有
の
領
土
で
あ
る
こ
と
を
統
監

府
に
抗
議
し
た
。
そ
の
時
、
統
監
府
は
日
本
の
新
領
土
に
な
っ
た
と
い
う
「
竹
島
」
が
一
九
〇
〇
年
の
勅
令
四
一
号
を
も
っ
て
大
韓
帝
国

の
固
有
の
領
土
「
独
島
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
の
で
あ
る
。

詳
し
く
言
え
ば
、「
勅
令
四
一
号
」
を
も
っ
て
「
鬱
陵
全
島
、
竹
島
、
石
島
」
を
鬱
島
郡
の
管
轄
区
域
と
し
て
行
政
措
置
が
な
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
石
島
」
が
今
の
独
島
の
こ
と
を
い
う
。
し
か
し
、
実
際
に
古
文
献
、
古
地
図
に
よ
る
と
、
朝
鮮
の
初
期
・
中

期
は
現
在
の
独
島
を
于
山
島
と
表
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
朝
鮮
の
後
期
に
入
る
と
、「
于
山
」
と
い
う
名
称
が
ど
の
島
を
指
す
か
と
の
混
乱
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八
三

韓
国
の
「
于
山
島
→
石
島
→
独
島
」
へ
の
名
称
変
換
に
関
す
る
研
究
（
崔
）

を
経
験
し
た
。
そ
の
過
程
を
経
て
、
日
本
人
の
不
法
的
東
海
渡
航
が
領
土
的
主
権
侵
害
を
憂
慮
し
て
勅
令
四
一
号
を
も
っ
て
領
土
を
保
全

す
る
措
置
を
取
っ
た
。
そ
の
際
に
現
在
の
「
デ
ッ
ソ
ム
」
は
「
竹
島
」
と
い
う
名
称
で
完
全
に
定
着
し
て
い
た
。
ま
た
、
現
在
の
観
音
島

は
「
島
項
」
と
い
う
名
称
で
定
着
し
て
い
た
。
そ
れ
か
ら
、
現
在
の
独
島
は
鬱
島
郡
の
行
政
名
称
で
は
「
独
島
」、
中
央
政
府
の
官
撰
の

名
称
で
は
「
石
島
」
と
し
て
固
着
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
朝
鮮
初
期
の
「
于
山
島
」
が
中
期
・
後
期
に
は
誤
っ
て
「
デ
ッ

ソ
ム
」
の
こ
と
を
指
し
た
り
し
た
が
、
最
終
的
に
朝
鮮
の
朝
廷
が
勅
令
四
一
号
を
も
っ
て
問
題
の
「
于
山
島
」
と
い
う
名
称
を
完
全
に
抛

棄
し
て
「
石
島
」
と
し
た
の
だ
。
そ
の
後
、
一
九
〇
五
年
日
本
が
「
竹
島
」
と
い
う
名
で
領
土
措
置
を
取
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
沈
興
擇
郡

守
が
韓
国
政
府
に
「
本
郡
所
属
独
島
」
と
い
う
名
で
報
告
し
た
こ
と
か
ら
、
現
在
の
「
独
島
」
の
名
称
が
完
全
に
定
着
し
た
の
で
あ
る
。

（
（
）
代
表
的
な
研
究
と
し
て
、
内
藤
正
中
・
朴
炳
涉
『
竹
島=

独
島
論
争
』
新
幹
社
、
二
〇
〇
七
。
宋
炳
基
『
独
島
領
有
権
の
資
料
選
』
翰
林
大
学

ア
ジ
ア
文
化
研
究
所
、
二
〇
〇
四
。
慎
鏞
廈
『
独
島
の
民
族
の
領
土
史
研
究
』
知
識
産
業
社
、
一
九
九
六
。
梁
泰
鎭
編
、『
韓
国
独
立
の
象
徴
独
島
』

白
山
出
版
社
、
二
〇
〇
四
、
一
─
二
九
八
頁
な
ど
が
あ
る
。

（
（
）
代
表
的
な
研
究
と
し
て
、
田
村
清
三
郎
『
島
根
県
竹
島
の
新
研
究
』
復
刻
板
、
島
根
県
総
務
部
総
務
課
、
一
九
九
六
。
川
上
健
三
『
竹
島
の
歴

史
地
理
的
研
究
』
古
今
書
院
、
一
九
六
六
。
下
条
正
男
『
竹
島
─
そ
の
歴
史
と
領
土
問
題
─
』　

竹
島
・
北
方
領
土
返
還
要
求
運
動
島
根
県
民
会
、

二
〇
〇
五
。
高
野
雄
一
『
日
本
の
領
土
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
二
。

（
（
）
「
第
二
回
「
韓
国
古
地
図
の
于
山
島
は
独
島
」
と
い
う
真
っ
赤
な
嘘
」、http://w

w
w

.pref.shim
ane.lg.jp/soum

u/w
eb-takeshim

a/
takeshim

a04/takeshim
a-dokdo/takeshim

a-dokdo_（.htm
l

（
検
索
日
：
二
〇
一
三
年
九
月
一
日
）。

（
4
）
鬱
陵
郡
庁
に
勤
め
て
い
た
金
喆
煥
氏
が
撮
影
し
た
も
の
。

（
5
）
『
新
増
東
国
輿
地
勝
覧
』
の
付
属
地
図
。

（
（
）
「
九
三
〇
（
檀
紀
三
二
六
三
、
庚
寅
）
年
、
高
麗
太
祖
一
三
年
」、「
八
月
芋
陵
島
（
于
陵
島
）
の
検
討
に
來
朝
、
方
物
を
捧
げ
つ
れ
定
位
（
正
位
）

と
正
祖
（
正
朝
）
の
関
係
（
官
階
）
を
下
賜
す
る
。」、『
高
麗
史
』
巻
一
太
祖
世
家
一
、独
島
博
物
館
、http://w

w
w

.dokdom
useum

.go.kr/

（
検
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索
日
：
二
〇
一
三
年
九
月
一
六
日
）、
以
下
省
略
し
て
い
る
す
べ
て
の
資
料
の
出
所
は
独
島
博
物
館
で
あ
る
。

（
（
）
鬱
陵
島
に
人
が
住
ん
で
い
た
と
き
は
、
そ
の
人
々
は
目
に
見
え
る
距
離
に
あ
る
独
島
を
確
認
し
た
の
で
、
形
状
に
よ
っ
て
「
石
島
」
と
い
う
名

称
が
使
用
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
推
測
は
で
き
る
が
、
記
録
は
な
い
。

（
（
）
「
五
一
二
（
檀
紀
二
八
四
五
、
壬
辰
）
年
、
新
羅
智
証
王
一
三
年
六
月
、
新
羅
何
瑟
羅
州
（
現
在
の
江
陵
地
域
）
軍
主
異
斯
夫
于
山
国
征
伐
。『
三

國
史
記
』
巻
四
新
羅
本
紀
四
智
證
麻
立
干
一
三
年
條
、
巻
四
四
列
傳
四
異
斯
夫
傳
、『
三
國
遺
事
』
巻
一
紀
異
智
哲
老
王
條
。

（
（
）「
一
四
五
一
（
檀
紀
三
七
八
四
、辛
未
）
年
、朝
鮮
文
宗
一
」、「
鬱
陵
島
（
鬱
陵
島
）
は
、県
の
指
定
東
の
海
の
中
で
あ
る
。
…
…
一
説
に
は
、于
山
、

武
陵
は
、
元
の
二
つ
の
島
で
、
お
互
い
の
距
離
が
遠
く
な
く
、
天
気
が
良
け
れ
ば
眺
め
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
と
い
う
。」『
高
麗
史
』
巻
五
八
地

理
三
東
界
蔚
珍
縣
條
。

（
（0
）
「
一
四
〇
三
（
檀
紀
三
七
三
六
、
癸
未
）
年
、
太
宗
三
年
」、「
八
月
（
江
陵
も
）
観
察
使
の
長
計
に
従
っ
て
江
陵
も
桃
源
郷
（
江
陵
道
武
陵
島
）

の
住
民
を
陸
地
に
出
て
く
る
よ
う
に
す
る
。」『
太
宗
實
錄
』
巻
六
。

（
（（
）
「
一
四
〇
七
（
檀
紀
三
七
四
〇
、
丁
亥
）
年
、
太
宗
七
年
」、「
三
月
、
對
馬
島
守
護
宗
貞
茂
が
捕
え
ら
れ
た
人
を
送
還
し
て
土
物
を
捧
げ
武
陵
島

に
移
し
生
存
を
要
求
し
た
が
拒
絶
さ
れ
る
。」『
太
宗
實
錄
』
巻
一
三
。

（
（（
）
「
一
四
二
五
（
檀
紀
三
七
五
八
、
乙
巳
）
年
、
世
宗
七
年
」、「
一
〇
月
于
山
武
陵
等
処
按
撫
使
金
麟
雨
が
男
女
二
〇
人
を
保
持
す
る
の
で
、
忠
清

道
の
深
い
山
郡
に
定
着
さ
せ
、
三
年
間
税
を
免
除
し
た
。」『
世
宗
實
錄
』
巻
三
〇
。

（
（（
）
「
一
四
一
六
（
檀
紀
三
七
四
九
、
丙
申
）
年
、
太
宗
一
六
年
」、「
〇
九
月
三
陟
人
前
萬
戶
金
麟
雨
を
武
陵
等
処
安
撫
使
に
任
命
し
て
住
民
を
刷
還

し
た
。」『
太
宗
實
錄
』
巻
三
二
。

（
（4
）
「
一
四
三
二
（
檀
紀
三
七
六
五
、
壬
子
）
朝
鮮
世
宗
一
四
」、「
于
山
、
武
陵
の
二
島
が
正
東
の
海
に
位
置
し
て
、
二
の
島
は
互
い
に
距
離
が
遠
く

な
く
、
天
気
が
良
け
れ
ば
眺
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。」『
世
宗
實
錄
』
巻
一
五
三
「
地
理
志
」
江
原
道
三
陟
都
護
府
蔚
珍
縣
條
。

（
（5
）
『
新
増
東
国
輿
地
勝
覧
』
巻
四
五
、
江
原
道
蔚
珍
縣
山
川
條
。

（
（（
）
世
宗
實
錄
や
東
国
輿
地
勝
覧
に
よ
る
と
、
東
海
に
二
つ
の
島
が
存
在
す
る
と
い
う
認
識
を
持
っ
て
い
た
。
鬱
陵
島
は
す
で
に
確
認
さ
れ
て
い
た

島
だ
っ
た
。
し
か
し
、
別
の
も
う
一
つ
の
島
を
探
し
て
い
た
の
で
、「
蓼
島
」
も
鬱
陵
島
で
は
な
く
、
捜
し
て
い
た
他
の
島
で
あ
っ
た
。

（
（（
）
「
一
四
三
八
（
檀
紀
三
七
七
一
、戊
午
）
年
、世
宗
二
〇
年
」、「
七
月
、江
原
道
観
察
使
に
蓼
島
の
位
置
を
再
調
査
す
る
こ
と
に
し
た
。」（『
世
宗
實
錄
』

巻
八
二
）、
ま
た
「
一
四
四
五
（
檀
紀
三
七
七
八
、
乙
丑
）
朝
鮮
世
宗
二
七
」、「
八
月
、
江
原
道
観
察
使
に
蓼
島
を
探
す
人
に
賞
す
る
こ
と
を
命
じ
、



二
八
五

韓
国
の
「
于
山
島
→
石
島
→
独
島
」
へ
の
名
称
変
換
に
関
す
る
研
究
（
崔
）

ま
た
南
薈
を
送
り
探
し
た
が
失
敗
し
た
。」（『
世
宗
實
錄
』
巻
八
二
）。

（
（（
）
崔
長
根
「
古
地
図
上
の
〝
于
山
島
〟
の
名
称
に
関
す
る
研
究
─
〝
石
島=

独
島
〟
究
明
を
中
心
に
─
」、『
日
本
近
代
学
の
研
究
』
韓
国
日
本
近

代
学
会
、
二
〇
一
二
・
〇
五
、
二
二
二
─
二
二
五
頁
。

（
（（
）
『
粛
宗
實
錄
』
巻
三
〇
、
粛
宗
二
二
年
九
月
、
茂
寅
条
、「
安
龍
福
が
翌
日
朝
早
く
独
島
に
行
っ
て
見
た
と
こ
ろ
、
日
本
の
漁
師
が
釜
を
か
け
て

…
…
」
と
さ
れ
て
い
る
（
慎
鏞
廈
、『
独
島
の
民
族
の
領
土
史
研
究
』、
知
識
産
業
社
、
一
九
九
六
、
一
〇
六
─
一
〇
七
頁
か
ら
引
用
）。

（
（0
）
「
元
祿
九
年
覚
書
」
に
含
ま
れ
て
い
る
内
容
で
あ
る
。

（
（（
）
「
西
望
大
關
嶺
遠
迤
之
狀
東
望
海
中
有
一
島
杳
在
辰
方
而
其
大
末
滿
蔚
島
三
分
之
一
不
過
三
百
餘
里
」、
張
漢
相
『
蔚
陵
島
事
蹟
』、
一
六
九
四
、

http://valley.egloos.com
/view

er/?url=http://botw
.egloos.com

/（0（（0（（（

（
検
索
日
：
二
〇
一
三
年
一
二
月
一
日
）。

（
（（
）
「
三
陟
营
将
李
浚
明
な
ど
が
鬱
陵
島
か
ら
帰
っ
て
来
て
、
そ
こ
の
図
形
と
紫
壇
香
な
ど
を
さ
さ
げ
た
」（『
肅
宗
實
錄
』
三
六
巻
）。

（
（（
）
『
肅
宗
實
錄
』
巻
三
一
、『
承
政
院
日
記
』
肅
宗
二
三
年
四
月
一
三
日
條
、『
邊
例
集
要
』
巻
一
七
雜
條
附
鬱
陵
島
。

（
（4
）
メ
ン
バ
ー
は
、「
營
將
一
名
、
倭
學
一
名
、
軍
官
二
名
、
營
吏
一
名
、
吏
？
一
名
、
庫
子
一
名
、
軍
牢
二
名
、
都
？
一
名
」
な
ど
で
あ
る
。

（
（5
）
『
肅
宗
實
錄
』
巻
三
三
、「
鬱
陵
島/
竹
島
年
表
」、
独
島
博
物
館
を
参
照
。

（
（（
）
『
肅
宗
實
錄
』
巻
三
六
、「
鬱
陵
島/
竹
島
年
表
」、
独
島
博
物
館
を
参
照
。

（
（（
）
「
三
陟
营
将
李
浚
明
な
ど
が
鬱
陵
島
か
ら
帰
っ
て
来
て
、
そ
こ
の
図
形
と
紫
壇
香
な
ど
を
さ
さ
げ
た
」『
肅
宗
實
錄
』
三
六
巻
、
肅
宗
二
八
年
五

月
二
八
日
（
己
酉
）。

（
（（
）
李
相
泰
「
鬱
陵
島
と
独
島
を
表
示
し
た
朝
鮮
の
地
図
リ
ス
ト
」、『
史
料
が
証
明
す
る
独
島
は
韓
国
の
領
土
』
經
世
院
、
二
〇
〇
七
、
九
二
頁
。

朴
錫
昌
、
ソ
ウ
ル
大
学
奎
章
所
長
、
一
七
一
一
。
以
下
「
鬱
陵
島
と
独
島
を
表
示
し
た
朝
鮮
の
地
図
の
リ
ス
ト
」
と
い
う
。

（
（（
）
「
梁
益
命
な
ど
に
官
職
を
除
授
す
る
」、『
承
政
院
日
記
』、
粛
宗
三
六
年
九
月
二
七
日
（
戊
午
）、
原
本
四
五
六
本
／
脱
草
二
四
本
。

（
（0
）
李
相
泰
『
史
料
が
証
明
す
る
独
島
は
韓
国
の
領
土
』
經
世
院
、
二
〇
〇
七
、
九
七
頁
。

（
（（
）
李
奎
遠
観
察
使
が
描
い
た
「
鬱
陵
外
図
」
を
参
考
。

（
（（
）
「
輿
地
図
」（
一
七
三
六
─
一
七
七
六
）、
国
立
中
央
図
書
館
所
蔵
、「
鬱
陵
島
と
独
島
を
表
示
し
た
朝
鮮
の
地
図
の
リ
ス
ト
」
を
参
照
。

（
（（
）
「
広
輿
図
」（
一
七
三
七
─
一
七
七
六
）、
ソ
ウ
ル
大
学
奎
章
所
蔵
、「
鬱
陵
島
と
独
島
を
表
示
し
た
朝
鮮
の
地
図
の
リ
ス
ト
」
を
参
照
。

（
（4
）
「
靑
丘
圖
」（
一
八
六
〇
─
一
八
七
二
）、
国
立
中
央
図
書
館
所
蔵
、「
鬱
陵
島
と
独
島
を
表
示
し
た
朝
鮮
の
地
図
の
リ
ス
ト
」
を
参
照
。



二
八
六

（
（5
）
「
東
輿
圖
」（
一
七
九
五
─
一
八
〇
〇
）、
日
本
筑
波
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
、「
鬱
陵
島
と
独
島
を
表
示
し
た
朝
鮮
の
地
図
リ
ス
ト
」
を
参
照
。

（
（（
）
慎
鏞
廈
『
独
島
の
民
族
の
領
土
史
研
究
』
知
識
産
業
社
、
一
九
九
六
、
一
七
八
─
一
七
九
頁
。

（
（（
）
慎
鏞
廈
『
独
島
の
民
族
の
領
土
史
研
究
』
知
識
産
業
社
、
一
九
九
六
、
一
八
五
頁
。

（
（（
）
金
鎬
東
「
鬱
島
郡
節
目
を
通
じ
た
一
九
〇
二
年
代
の
鬱
陵
島
の
社
会
像
」、
嶺
南
大
学
独
島
研
究
所
学
術
セ
ミ
ナ
ー
で
発
表
、
二
〇
一
三
。

（
（（
）
「
松
島
（
鬱
陵
島
）
で
リ
ア
ン
コ
ー
ル
ト
岩
の
管
見
者
か
ら
聴
取
し
た
情
報
、
リ
ア
ン
コ
ル
ト
岩
は
韓
人
が
こ
れ
を
独
島
と
書
し
て
、
本
邦
漁
夫

た
ち
は
「
リ
ア
ン
コ
ル
ト
岩
」
と
呼
称
す
る
」、
慎
鏞
廈
『
独
島
の
民
族
の
領
土
史
研
究
』
知
識
産
業
社
、
一
九
九
六
、
二
〇
七
頁
。

（
40
）
慎
鏞
廈
『
独
島
の
民
族
の
領
土
史
研
究
』
知
識
産
業
社
、
一
九
九
六
、
二
〇
七
─
二
〇
八
頁
。

（
4（
）
「
中
井
養
三
郎
竹
島
経
営
概
要
」、島
根
県
広
報
文
書
課
編
「
竹
島
関
係
資
料
」
第
一
巻
、一
九
一
〇
年
隠
岐
島
庁
提
出
、一
九
五
三
。
慎
鏞
廈
『
独

島
の
民
族
の
領
土
史
研
究
』
知
識
産
業
社
、
一
九
九
六
、
二
一
二
頁
。

（
4（
）
「
中
井
養
三
郎
履
歴
書
」、
島
根
県
広
報
文
書
課
編
『
竹
島
関
係
資
料
』
第
一
巻
、
一
九
一
〇
年
隠
岐
島
庁
提
出
、
一
九
五
三
。

（
4（
）
「
鬱
島
記
」（
一
九
〇
〇
年
六
月
）
と
「
禹
用
鼎
の
視
察
前
後
の
事
情
」、http://blog.naver.com

/cm
s（5（0?Redirect=Log&

logN
o= 

（00（（（（（（（（

（
検
索
日
：
二
〇
一
三
年
九
月
三
日
）。

（
44
）
前
掲
書
、「
鬱
島
記
」（
一
九
〇
〇
年
六
月
）
と
「
禹
用
鼎
の
視
察
前
後
の
事
情
」
参
照
。

（
45
）
「
六
月
三
日
に
再
度
尋
問
、裵
季
周
と
日
本
人
福
間
対
面
尋
問
」、http://blog.naver.com

/cm
s（5（0?Redirect=Log&

logN
o=（00（（（（（（（（

（
検
索
日
：
二
〇
一
三
年
九
月
三
日
）。

（
4（
）
禹
英
俊
「
一
九
〇
〇
年
、
鬱
陵
島
視
察
官
禹
用
鼎
の
石
島
認
識
と
鬱
島
郡
の
法
令
の
石
島
（
独
島
）
問
題
」
韓
国
行
政
学
会
冬
季
学
術
大
会
、

二
〇
一
一
。

（
4（
）
慎
鏞
廈
『
独
島
の
民
族
の
領
土
史
研
究
』
知
識
産
業
社
、
一
九
九
六
、
一
七
九
頁
。

（
4（
）
慎
鏞
廈
『
独
島
の
民
族
の
領
土
史
研
究
』
知
識
産
業
社
、
一
九
九
六
、
一
八
〇
頁
。

（
4（
）
「
デ
ジ
タ
ル
鬱
陵
文
化
大
典
」、http://ulleung.grandculture.net/Contents/Index?contents_id=GC0（5004（（（

（
検
索
日
：
二
〇
一

三
年
一
〇
月
五
日
）。

（
50
）
記
録
文
献
で
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
が
、「
鬱
陵
島
」
を
調
査
し
た
時
、「
石
島
」
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
裵
季
周
が
そ
の
存
在
を
伝
え
た
と
思

う
。



二
八
七

韓
国
の
「
于
山
島
→
石
島
→
独
島
」
へ
の
名
称
変
換
に
関
す
る
研
究
（
崔
）

（
5（
）
「
鬱
陵
島
で
の
日
本
人
の
課
税
問
題
」、http://blog.naver.com

/cm
s（5（0?Redirect=Log&

logN
o=（00（（（（（（（（

（
検
索
日
：
二
〇
一
三

年
八
月
二
〇
日
）。

（
5（
）
『
各
觀
察
道
案
』
第
一
冊
、「
報
告
書
號
外
」、
梁
泰
鎭
編
『
韓
國
國
境
領
土
關
係
文
獻
集
』、
一
九
七
〇
年
を
参
照
。
慎
鏞
廈
『
独
島
の
民
族
の

領
土
史
研
究
』
知
識
産
業
社
、
一
九
九
六
、
二
三
六
頁
。

（
5（
）
『
各
觀
察
道
案
』
第
一
冊
、「
報
告
書
號
外
」、梁
泰
鎭
編
『
韓
國
國
境
領
土
關
係
文
獻
集
』、一
九
七
〇
。
慎
鏞
廈
『
独
島
の
民
族
の
領
土
史
研
究
』

知
識
産
業
社
、
一
九
九
六
、
二
二
六
─
二
三
六
頁
。

（
54
）
慎
鏞
廈
『
独
島
の
民
族
の
領
土
史
研
究
』
知
識
産
業
社
、
一
九
九
六
、
二
二
七
頁
。

（
55
）
「
鬱
島
郡
の
配
置
顛
末
」、『
皇
城
新
聞
』
一
九
〇
六
年
七
月
一
三
日
。

（
韓
国
・
大
邱
大
学
校
教
授
）


